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23. 給水装置工事関係諸様式
23.1給水装置排水設備新設等承認申請書
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23.2メーター請求伝票
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23.3メーター返納伝票
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23.4検査単票
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23.5設計変更届
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23.6中止届
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23.7施工業者変更届
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23.8水道利用加入金相殺申請書
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23.9給水装置・排水設備所有者変更届
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23.10集中検針盤取付表（3階）
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23.11集中検針盤取付表（5階）



273 

23.12貯水槽水道等 設置・変更・撤去 届

※苫小牧市専用水道及び簡易専用水道維持管理要綱より
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23.13事前着工届
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23.14給水装置装置所有者代理人選定届
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24. 改定の沿革
 本市における給水装置工事の設計施工に係る基準等の変遷は、昭和 35年に「苫小牧市給
水装置工事設計施工基準」を制定して以来、近代水道の構築と共に改訂を重ね、指定給水装

置工事事業者のみならず建築業界関係者にも広く活用されてきた。

 この度、政府の規制緩和の一環として水道法の改正（平成 8年 6月）が行われ、長い間水
道事業の一翼を担ってきた指定工事店制度が一定の資格のもとオープンな方式に改められ、

あわせて給水装置の構造材質基準が明確化されたことに伴い、現行の「苫小牧市給水装置工

事設計施工要綱」を全面的に見直し、あわせて名称も「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」

と改訂することとした。今回改訂にあたって、これら設計施工要綱等の変遷を明らかにする

ため、下記のとおり改訂の沿革を記載した。

記

昭和 35年 10月 「苫小牧市給水装置工事設計施工基準」を制定

昭和 41年  4月 「苫小牧市給水装置工事設計施工基準」を改訂

昭和 47年  4月 「苫小牧市給水装置工事設計施工要綱」に名称変更し全面改訂を行っ

た。

昭和 50年  2月 「苫小牧市給水装置工事設計施工要綱」を改訂

昭和 52年  3月 「苫小牧市給水装置工事設計施工要綱」を改訂

昭和 63年  2月 「苫小牧市給水装置工事設計施工要綱」を改訂

平成 5年  3月 「苫小牧市給水装置工事設計施工要綱」を改訂

平成 12年  2月 「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」に名称変更し全面改訂を行っ

た。（水道法の一部改正及び給水装置の構造材質基準が明確化され、条

例及び施工規則の改正に伴い、全面改訂を行った。）

平成 19年  3月 「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」を一部改訂し、4・5階直結直
圧給水技術基準と直結増圧給水技術基準を中高層建物直結給水技術基

準に改訂

平成 24年  3月 「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」を一部改訂し、23年度に改訂
された水道メーター新ＪＩＳ規格に伴う改訂及び消防法改正に伴う水

道直結型スプリンクラーの運用方法を追加した。

なお、水質基準の省令については年度毎更新となるため、施工指針か

ら除外した。

平成 30年  4月 「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」を一部改訂。防食コアから密

着コアへの変更等。

平成 31年  4月 「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」を一部改訂。水道用ポリエチ

レン管金属継手を耐震強化型に変更等。

令和 2年 4月 「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」を一部改定。水道法の改正に

鑑み変更及び配水管の取付口からメーターまでの間のダクタイル鋳鉄

管を耐震管に指定すると加筆等。
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令和 5年 4月 「苫小牧市給水装置工事設計施工指針」を一部改訂。民法改正に伴い、

申請書の利害関係人の承諾について運用方法を加筆。

現地検査において主任技術者の立会を求める内容を修正。


